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● 三重の伝統工芸品 ● 

伊賀くみひも
伊賀市を中心に生産される「伊賀くみひも」
は、奈良時代に仏教伝来と共に大陸から伝
えられたとされ、当初は経巻や仏具・神具
の紐として用いられました。生糸や絹糸
を主に、金銀糸などを組み糸に使い、伝
統的な組台で織りなされ、繊細な美
しさや絹糸の光沢、”組み”独特
の風合いが魅力的です。
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中小企業組合の設立・運営の
ご相談は三重県中央会まで！

〒514-0004 津市栄町1丁目891番地　三重県合同ビル6階
TEL 059-228-5195　FAX 059-228-5197
URL https://www.chuokai-mie.or.jp
E-mail :webmaster@chuokai-mie.or.jp
https://ja-jp.facebook.com/chuokai.mie

三重県中小企業団体中央会

【中央会の主な事業】
●組合等の中小企業連携組織の設立及び運営支援、中小企業の経営・労務・経理・
　税務・法律等の相談
●組合等の中小企業連携組織及び中小企業の金融、経理税務、事業運営、流通、
　労働問題等に関する講習会、講演会等の開催
●弁護士、税理士等による専門的な問題についての個別の専門指導・支援
●中小企業及び中小企業の組織に関する調査・研究
●機関誌の発行などによる情報提供など
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三重県中小企業団体中央会 
会長

三 林  憲 忠
三重県知事

一 見  勝 之

　新しい年を迎え、謹んで新春のご挨拶を申しあげます。

　わが国経済は、新しい経済ステージへ移行する歴史的な

転換期を迎えており、企業の堅調な設備投資やインバウンド

需要の回復等により、緩やかな景気回復傾向にあります。

　しかしながら、中小企業を取り巻く環境は依然として厳し

く、米国の関税引上げ、エネルギー・原材料価格・人件費

等の高騰、物価上昇に伴う消費停滞、深刻化する人手不足

や適正な価格転嫁への対策等、様々な経営課題に対応して

いくことが求められております。

　このような状況の中で、地域の経済・雇用を支える中小

企業が持続的に成長・発展していくためには、自助努力に

よる経営革新に加え、個々の取り組みだけでは解決が困難

な課題に対して、中小企業連携組織の力を最大限に活用し、

その多様な英知を結集することによって、経営基盤を強化し、

持続的成長を実現することが期待されます。

　三重県では、中小企業・小規模事業者が直面する経営

課題の解決に向け、官民一体となった取り組みが進められ

ています。エネルギー価格高騰への支援、価格転嫁の取引

適正化、中小企業のＤＸ推進、インバウンド需要に向けた戦

略的な観光誘客、県産品の販路拡大、半導体関連産業へ

の支援等きめ細やかな施策が順次展開されております。

　本会におきましては、昨年12月に創立70周年を迎えまし

た。去る10月には第62回中小企業団体三重県大会を記念

大会として開催し、会員の皆様をはじめ、多くの方々にご来

場賜りましたことに、心より厚く御礼申しあげます。

　この節目を契機として、本会は新たなビジョン「みえの

MIRAIへ！ 次の一歩を応援します！」を掲げました。中小企

業連携組織の専門機関として、懸命な努力を続けている中

小企業組合等が自己変革を強化し、持続的に成長できるた

めの積極的な伴走型支援に努めてまいりますので、今後とも

一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申しあげます。

　本年が、皆様方のご繁栄とご健勝、そして力強く飛躍の

年になりますよう心より祈念申しあげまして、新年のあいさ

つといたします。

　あけましておめでとうございます。

　三重県中小企業団体中央会並びに会員の皆さまにおかれま

しては、健やかに新春をお迎えのことと心よりお喜び申し上げます。

また、旧年中は、様 な々事業活動を通じて県政、とりわけ雇用経

済行政の推進に格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

　さて、本年４月18日、三重県は誕生から150年を迎えます。

これまで本県の発展を支えてきた先人の歩み、そして、地域

経済を牽引し日々の生活を守り営んでこられた皆さまのお力

が、今の三重をつくってきました。この節目の年に、あらため

て深く感謝申し上げます。

　今、私たちの暮らしを取り巻く環境は大きく変わっていま

す。特に、長引く物価高は企業経営に深刻な影響を及ぼし

ています。皆さまから寄せられる切実なお声を真摯に受け止

め、この厳しい社会経済情勢から県内産業や雇用を守り抜

くため、地域の未来を支える中小企業・小規模事業者への

支援を続けてまいります。

　さらに、企業の持続的な成長に不可欠な人材の確保も喫

緊の課題です。本県の経済成長に必要不可欠な外国人材に

ついては、相談体制や日本語教育支援など受入環境を整え、

外国人住民の方々を含め誰もが安心して暮らせる地域づくり

を進めてまいります。

　一方で、我が国最大の課題である人口減少に対し、担い

手を確保する観点から、本県としてもジェンダーギャップ解

消施策の推進や移住の促進など、誰もが自分らしく活躍で

きる環境づくりを進め、企業の皆さまを支えてまいります。

　そして、すべての労働者が真に定着し、活躍するためには、

県民一人ひとりが心身ともに健康で、安心して働き続けられ

る環境づくりも極めて重要です。県民一人ひとりの尊厳を守

る観点から、「カスタマーハラスメント防止条例（仮称）」の制

定を着実に進めてまいります。

　中小企業・小規模事業者の皆さま、そして県民の皆さま

とともに、一つひとつの課題に向き合い、未来に希望を持て

る三重をつくってまいります。皆さまのますますのご発展と

ご多幸を心よりお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。
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謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重県醤油味噌工業協同組合
 代表理事　三林　憲忠

幸多き一年となりますように
 伊藤印刷株式会社
 代表取締役社長　伊藤　誠司

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重県コンピュータ業協同組合
 代表理事　小柴　眞治

幸多き一年となりますように
 三重ハイブウッド協同組合
 代表理事　黄瀬　栄一郎

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 協同組合津卸商業センター
 代表理事　宮木　康光

幸多き一年となりますように
 協同組合亜細亜の橋
 代表理事　小倉　武俊

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 ウッドピア松阪協同組合
 理事長　田中　善彦

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 山田機械器具工業協同組合
 代表理事　広瀬　誠

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 紀央事業協同組合
 代表理事　土井　一浩

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 協同組合グローバルテクノ中部
 代表理事　高坂　和久

新年あけましておめでとうございます
 伊勢広域上下水道事業協同組合
 代表理事　山下　智史

幸多き一年となりますように
 協同組合尾鷲観光物産協会
 理事長　湯浅　しおり

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 グリーンテック協同組合
 代表理事　北川　豊治

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 桑名鉄工協同組合
 理事長　水谷　康朗

新年あけましておめでとうございます
 桑名市指定上下水道工事事業協同組合
 代表理事　市原　誠

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 志摩環境事業協業組合
 理事長　宝門　誠

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 中部経済協同組合
 代表理事　垣内　克彦

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 ジェーピィー・ライズ協同組合
 代表理事　山越　祐志

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 中小企業IT支援事業協同組合
 代表理事　田村　広生

謹んで新春のお慶びを申し上げます

国際技術支援協同組合

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 福山事業協同組合
 代表理事　青山　惠美



2

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ

3

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ

レポートみえ 2026・新年号REPORT MIE 2026 New Year

三重県中小企業団体中央会 
会長

三 林  憲 忠
三重県知事

一 見  勝 之

　新しい年を迎え、謹んで新春のご挨拶を申しあげます。

　わが国経済は、新しい経済ステージへ移行する歴史的な

転換期を迎えており、企業の堅調な設備投資やインバウンド

需要の回復等により、緩やかな景気回復傾向にあります。

　しかしながら、中小企業を取り巻く環境は依然として厳し

く、米国の関税引上げ、エネルギー・原材料価格・人件費

等の高騰、物価上昇に伴う消費停滞、深刻化する人手不足

や適正な価格転嫁への対策等、様々な経営課題に対応して

いくことが求められております。

　このような状況の中で、地域の経済・雇用を支える中小

企業が持続的に成長・発展していくためには、自助努力に

よる経営革新に加え、個々の取り組みだけでは解決が困難

な課題に対して、中小企業連携組織の力を最大限に活用し、

その多様な英知を結集することによって、経営基盤を強化し、

持続的成長を実現することが期待されます。

　三重県では、中小企業・小規模事業者が直面する経営

課題の解決に向け、官民一体となった取り組みが進められ

ています。エネルギー価格高騰への支援、価格転嫁の取引

適正化、中小企業のＤＸ推進、インバウンド需要に向けた戦

略的な観光誘客、県産品の販路拡大、半導体関連産業へ

の支援等きめ細やかな施策が順次展開されております。

　本会におきましては、昨年12月に創立70周年を迎えまし

た。去る10月には第62回中小企業団体三重県大会を記念

大会として開催し、会員の皆様をはじめ、多くの方々にご来

場賜りましたことに、心より厚く御礼申しあげます。

　この節目を契機として、本会は新たなビジョン「みえの

MIRAIへ！ 次の一歩を応援します！」を掲げました。中小企

業連携組織の専門機関として、懸命な努力を続けている中

小企業組合等が自己変革を強化し、持続的に成長できるた

めの積極的な伴走型支援に努めてまいりますので、今後とも

一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申しあげます。

　本年が、皆様方のご繁栄とご健勝、そして力強く飛躍の

年になりますよう心より祈念申しあげまして、新年のあいさ

つといたします。

　あけましておめでとうございます。

　三重県中小企業団体中央会並びに会員の皆さまにおかれま

しては、健やかに新春をお迎えのことと心よりお喜び申し上げます。

また、旧年中は、様 な々事業活動を通じて県政、とりわけ雇用経

済行政の推進に格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

　さて、本年４月18日、三重県は誕生から150年を迎えます。

これまで本県の発展を支えてきた先人の歩み、そして、地域

経済を牽引し日々の生活を守り営んでこられた皆さまのお力

が、今の三重をつくってきました。この節目の年に、あらため

て深く感謝申し上げます。

　今、私たちの暮らしを取り巻く環境は大きく変わっていま

す。特に、長引く物価高は企業経営に深刻な影響を及ぼし

ています。皆さまから寄せられる切実なお声を真摯に受け止

め、この厳しい社会経済情勢から県内産業や雇用を守り抜

くため、地域の未来を支える中小企業・小規模事業者への

支援を続けてまいります。

　さらに、企業の持続的な成長に不可欠な人材の確保も喫

緊の課題です。本県の経済成長に必要不可欠な外国人材に

ついては、相談体制や日本語教育支援など受入環境を整え、

外国人住民の方々を含め誰もが安心して暮らせる地域づくり

を進めてまいります。

　一方で、我が国最大の課題である人口減少に対し、担い

手を確保する観点から、本県としてもジェンダーギャップ解

消施策の推進や移住の促進など、誰もが自分らしく活躍で

きる環境づくりを進め、企業の皆さまを支えてまいります。

　そして、すべての労働者が真に定着し、活躍するためには、

県民一人ひとりが心身ともに健康で、安心して働き続けられ

る環境づくりも極めて重要です。県民一人ひとりの尊厳を守

る観点から、「カスタマーハラスメント防止条例（仮称）」の制

定を着実に進めてまいります。

　中小企業・小規模事業者の皆さま、そして県民の皆さま

とともに、一つひとつの課題に向き合い、未来に希望を持て

る三重をつくってまいります。皆さまのますますのご発展と

ご多幸を心よりお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。

新年のごあいさつ 謹賀新年
謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重県醤油味噌工業協同組合
 代表理事　三林　憲忠

幸多き一年となりますように
 伊藤印刷株式会社
 代表取締役社長　伊藤　誠司

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重県コンピュータ業協同組合
 代表理事　小柴　眞治

幸多き一年となりますように
 三重ハイブウッド協同組合
 代表理事　黄瀬　栄一郎

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 協同組合津卸商業センター
 代表理事　宮木　康光

幸多き一年となりますように
 協同組合亜細亜の橋
 代表理事　小倉　武俊

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 ウッドピア松阪協同組合
 理事長　田中　善彦

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 山田機械器具工業協同組合
 代表理事　広瀬　誠

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 紀央事業協同組合
 代表理事　土井　一浩

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 協同組合グローバルテクノ中部
 代表理事　高坂　和久

新年あけましておめでとうございます
 伊勢広域上下水道事業協同組合
 代表理事　山下　智史

幸多き一年となりますように
 協同組合尾鷲観光物産協会
 理事長　湯浅　しおり

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 グリーンテック協同組合
 代表理事　北川　豊治

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 桑名鉄工協同組合
 理事長　水谷　康朗

新年あけましておめでとうございます
 桑名市指定上下水道工事事業協同組合
 代表理事　市原　誠

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 志摩環境事業協業組合
 理事長　宝門　誠

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 中部経済協同組合
 代表理事　垣内　克彦

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 ジェーピィー・ライズ協同組合
 代表理事　山越　祐志

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 中小企業IT支援事業協同組合
 代表理事　田村　広生

謹んで新春のお慶びを申し上げます

国際技術支援協同組合

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 福山事業協同組合
 代表理事　青山　惠美
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謹んで新春のお慶びを申し上げます
 松阪木質バイオマス熱利用協同組合
 代表理事　辻　保彦

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重北ネットワーク協同組合
 理事長　伊藤　将志

謹んで新春のお慶びを申し上げます

三重県牛乳協同組合

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重県交通共済協同組合
 理事長　小谷　まゆみ

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重県自転車協同組合
 理事長　森　一葉

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重県自動車整備商工組合
 代表理事　竹林　武一

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重県葬祭業協同組合
 理事長　加藤　久智

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重県タイヤ商工協同組合
 代表理事　坂田　裕昭

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重県中小企業共済協同組合
 代表理事　坂下　啓登

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重県鐵構工業協同組合
 理事長　稲垣　法信

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重県テントシート工業組合
 理事長　沖林　宏一

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重県板金工業組合
 理事長　伊藤　竜己

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重県木材協同組合連合会
 理事長　落合　賢治

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重県旅館ホテル生活衛生同業組合
 理事長　木村　圭仁朗

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重県レッカー事業協同組合
 代表理事　中平　博文

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重県熔接工業協同組合
 代表理事　萩野　昌毅

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重中央木材加工協同組合
 代表理事　前田　朝子

幸多き一年となりますように
 三重北勢青果物商業協同組合
 代表理事　名倉　宣則

新年あけましておめでとうございます
 四日市機械器具工業協同組合
 代表理事　中村　元

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 四日市機械金属工業団地協同組合
 代表理事　井髙　利一

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 松阪市指定上下水道事業協同組合
 代表理事　𠮷𠮷𠮷𠮷　𠮷𠮷𠮷𠮷

新年あけましておめでとうございます
 北勢生コンクリート卸商協同組合
 代表理事　渡　　満之

受け継がれる日本の美 ― 伝統工芸品と伊賀くみひもの魅力 ―

　「くみひも」とは、生糸絹糸を主に金銀糸などを組み糸に使い、
角台・丸台・高台・綾竹台などの伝統的な組台で、繊細な美し
さをもつ紐に組み上げたものをいいます。
　「伊賀くみひも」の組紐技術は、奈良時代に仏教伝来と共に大
陸から伝えられたとされ、当初は経典や袈裟などに用いられま
した。その後も時代の流れに沿ってその在り方は移ろい、平安
時代では京の王朝貴族の束帯として、次第に、より繊細優美な
ものが好まれるようになり、我が国独自の技術と融合しました。
鎌倉時代以降では武具や鎧の付属品として、実用性が重視され
た質実剛健なものが重んじられるようになりました。
　江戸時代になると、職人たちは幕府の保護を受けて江戸に居
住するようになりました。日々技巧を互いに競い合い、次第に組み方の種類も増え、刀剣の飾り紐から羽織紐、

印籠やタバコ入れの紐など、様々な身分の人々が生活に取
り入れ、広く利用されるようになりました。
　しかし、明治時代初期の廃刀令により、武家社会は終焉を
迎え、武具・装具類の製造を生業とした職人たちは苦難の
ときを迎えることになりました。
　やがて明治中期に、江戸組みひもの技術が伊賀の地に伝
えられ、高級手組ひもの国内最大生産地として急速に発展
を遂げ、今日における「伊賀くみひも」として、今日の製紐機
による生産や和装以外の新商品開発もさかんに行われるよ
うになりました。昭和51年12月15日から経済産業大臣指
定の伝統的工芸品に指定されています。

◆くみひもの歴史

名　　　称 三重県組紐協同組合
所　在　地 〒518-0873 
 三重県伊賀市上野丸之内１１６番地２
 （伊賀伝統伝承館　伊賀くみひも　組匠の里内）
電 話 番 号 0595-23-8038 ／ FAX：0595-24-1015
営 業 時 間 9:00～17:00
定　休　日 月曜日（祝日の場合は翌日休館）、
 年末年始（12月29日～ 1月3日）
公式サイト http://www.kumihimo.or.jp/
※伊賀くみひもの展示や販売、キーホルダー等を作れる体験教室もあります。

組合連絡先・
施設情報

　三重県組紐協同組合は、伊賀くみひもの技術と文化を守りながら、
国内最大の和装組紐の生産地に根ざした組合として活動しています。
　情報発信の拠点としての数々の広報活動、また観光の中心における

「魅せる観光」「楽しみの観光」「参加型観光」を兼ね備えた施設の運営を
通じて、伊賀くみひもの宣伝普及に努めております。

◆三重県組紐協同組合の取り組み
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謹んで新春のお慶びを申し上げます
 松阪木質バイオマス熱利用協同組合
 代表理事　辻　保彦

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重北ネットワーク協同組合
 理事長　伊藤　将志

謹んで新春のお慶びを申し上げます

三重県牛乳協同組合

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重県交通共済協同組合
 理事長　小谷　まゆみ

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重県自転車協同組合
 理事長　森　一葉

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重県自動車整備商工組合
 代表理事　竹林　武一

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重県葬祭業協同組合
 理事長　加藤　久智

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重県タイヤ商工協同組合
 代表理事　坂田　裕昭

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重県中小企業共済協同組合
 代表理事　坂下　啓登

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重県鐵構工業協同組合
 理事長　稲垣　法信

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重県テントシート工業組合
 理事長　沖林　宏一

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重県板金工業組合
 理事長　伊藤　竜己

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重県木材協同組合連合会
 理事長　落合　賢治

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重県旅館ホテル生活衛生同業組合
 理事長　木村　圭仁朗

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重県レッカー事業協同組合
 代表理事　中平　博文

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重県熔接工業協同組合
 代表理事　萩野　昌毅

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 三重中央木材加工協同組合
 代表理事　前田　朝子

幸多き一年となりますように
 三重北勢青果物商業協同組合
 代表理事　名倉　宣則

新年あけましておめでとうございます
 四日市機械器具工業協同組合
 代表理事　中村　元

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 四日市機械金属工業団地協同組合
 代表理事　井髙　利一

謹んで新春のお慶びを申し上げます
 松阪市指定上下水道事業協同組合
 代表理事　𠮷𠮷𠮷𠮷　𠮷𠮷𠮷𠮷

新年あけましておめでとうございます
 北勢生コンクリート卸商協同組合
 代表理事　渡　　満之

受け継がれる日本の美 ― 伝統工芸品と伊賀くみひもの魅力 ―

　「くみひも」とは、生糸絹糸を主に金銀糸などを組み糸に使い、
角台・丸台・高台・綾竹台などの伝統的な組台で、繊細な美し
さをもつ紐に組み上げたものをいいます。
　「伊賀くみひも」の組紐技術は、奈良時代に仏教伝来と共に大
陸から伝えられたとされ、当初は経典や袈裟などに用いられま
した。その後も時代の流れに沿ってその在り方は移ろい、平安
時代では京の王朝貴族の束帯として、次第に、より繊細優美な
ものが好まれるようになり、我が国独自の技術と融合しました。
鎌倉時代以降では武具や鎧の付属品として、実用性が重視され
た質実剛健なものが重んじられるようになりました。
　江戸時代になると、職人たちは幕府の保護を受けて江戸に居
住するようになりました。日々技巧を互いに競い合い、次第に組み方の種類も増え、刀剣の飾り紐から羽織紐、

印籠やタバコ入れの紐など、様々な身分の人々が生活に取
り入れ、広く利用されるようになりました。
　しかし、明治時代初期の廃刀令により、武家社会は終焉を
迎え、武具・装具類の製造を生業とした職人たちは苦難の
ときを迎えることになりました。
　やがて明治中期に、江戸組みひもの技術が伊賀の地に伝
えられ、高級手組ひもの国内最大生産地として急速に発展
を遂げ、今日における「伊賀くみひも」として、今日の製紐機
による生産や和装以外の新商品開発もさかんに行われるよ
うになりました。昭和51年12月15日から経済産業大臣指
定の伝統的工芸品に指定されています。

◆くみひもの歴史

名　　　称 三重県組紐協同組合
所　在　地 〒518-0873 
 三重県伊賀市上野丸之内１１６番地２
 （伊賀伝統伝承館　伊賀くみひも　組匠の里内）
電 話 番 号 0595-23-8038 ／ FAX：0595-24-1015
営 業 時 間 9:00～17:00
定　休　日 月曜日（祝日の場合は翌日休館）、
 年末年始（12月29日～ 1月3日）
公式サイト http://www.kumihimo.or.jp/
※伊賀くみひもの展示や販売、キーホルダー等を作れる体験教室もあります。

組合連絡先・
施設情報

　三重県組紐協同組合は、伊賀くみひもの技術と文化を守りながら、
国内最大の和装組紐の生産地に根ざした組合として活動しています。
　情報発信の拠点としての数々の広報活動、また観光の中心における

「魅せる観光」「楽しみの観光」「参加型観光」を兼ね備えた施設の運営を
通じて、伊賀くみひもの宣伝普及に努めております。

◆三重県組紐協同組合の取り組み
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　　創立70周年記念第62回中小企業団体三重県大会を開催

記念講演、表彰・議事、謝恩パーティーを実施しました
　10月21日、津市のホテルグリーンパーク津において、「ひろがる　つながる　連携の架け橋」を
キャッチフレーズに、約290人の県内中小企業団体の代表者の出席の下、創立70周年記念第62回
中小企業団体三重県大会を開催しました。
　はじめに、講師に坂本光司氏を招き、「これからの経営戦略～強くて愛される会社にならなければ
消滅する～」をテーマに記念講演を行いました。
　企業経営における最重要目的は「関係する人々の幸せの追求・実現」であるとし、５方良し企業

（①社員とその家族　②取引先や協力企業　③現在顧客と未来顧客　④地域住民とりわけ社会的
弱者　⑤出資者・支援機関・地域社会）こそが強くて愛される企業であることの論理性と実例に
ついて、ご講演いただきました。
　次いで、開会にあたって主催者を代表し、三林憲忠会長からあいさつがあり、「今年の中小企業団
体三重県大会は12月に創立70周年を迎えるにあたり、記念大会として開催することになった。これ
もひとえに、関係機関、会員の皆様方の格別のご支援、ご協力の賜物と深く感謝申し上げる。中央
会では創立70周年という節目にあたり『みえのＭＩＲＡＩ（みらい）へ！次の一歩を応援します！』とい
うビジョンを掲げ、邁進していく所存である。本大会の決議をぜひ今後の国・県等の施策に反映さ
せていきたい。」と述べ、中部経済産業局長寺村英信氏、三重県知事一見勝之氏、三重県議会議長
服部富男氏よりご祝辞をいただきました。
　表彰では、中部経済産業局長表彰、三重県知事表彰、三重県中小企業団体中央会会長表彰が行
われ、受賞された組合（団体）及び功労者の方々は次のとおりです。
【中部経済産業局長表彰】　　　　　　　　　　　　（五十音順・敬称略）
優良組合　　四日市市指定上下水道工事業者協同組合（理事長　早川　彰）
組合功労者　萩野昌毅（三重県熔接工業協同組合　理事長）

【三重県知事表彰】
優良組合　　伊賀生コンクリート協同組合（理事長　廣嶋伸二）
　　　　　　国際技術支援協同組合（理事長　鈴木　孝）
　　　　　　中部経済協同組合（理事長　垣内克彦）
組合功労者　岩脇広行（白山町造園業協同組合　理事長）
　　　　　　加藤久智（三重県葬祭業協同組合　理事長）
　　　　　　北森浩貴（三重県レッカー事業協同組合　前理事長）
　　　　　　杉原新一（協同組合鳥羽ファイブ　理事長）
　　　　　　南　英雄（伊勢志摩物産館協同組合　理事長）
　　　　　　森下隆生（三重県木造住宅協同組合　理事長）
　　　　　　安川佳孝（松阪市よいほモール商店街振興組合　理事長）

第77回中小企業団体全国大会が広島県で開催
　11月12日、広島市の広島県立総合体育館（広島グリーンアリーナ）において、
第77回中小企業団体全国大会が開催され、越智俊之経済産業大臣政務官、
山田雅彦厚生労働審議官、山根健嗣広島県副知事、中井幹晴広島市副市長、
関根正裕株式会社商工組合中央金庫代表取締役社長、宮川正独立行政法人
中小企業基盤整備機構理事長等のご臨席の下、鈴木憲和農林水産大臣から
のビデオメッセージが披露され、本県からは31名が参加し、全国より約
2,100名が参集しました。
　本大会の議事では、「中小企業・小規模事業者等の環境変化対応、成長促

進支援等の拡充」、「中小企業・小規模事業者の実態を踏まえた労働・雇用・社会保険料対策の推進」、「中小企業・小規模
事業者の積極的な事業活動を支える環境整備」など15項目の要望事項を決議しました。
　表彰式では、優良組合38組合、組合功労者73名、中央会優秀専従者23名の表彰が行われました。本県からは、組合功
労者として水谷康朗氏（桑名鉄工協同組合 代表理事）が、中央会優秀専従者として横山公基が全国中央会会長表彰を受賞し
ました。
　来年の第78回中小企業団体全国大会は、令和8年11月19日に熊本県熊本市で開催される予定です。

　なお、中央会会長表彰には、優良組合8組合、組合功労者67名、組合優良職員17名が表彰され、また、永年当中央会の
理事を務めていただいた横山昭司氏、西出　誠氏に特別顕彰を行いました。
　その後、議事に入り、黄瀬稔副会長が議長に選任され、46項目の要望事項等を決議しました。続いて、小柴眞治副会長か
ら大会宣言が力強く朗読されました。
　主な大会決議項目と大会スローガンは次のとおりです。

　最後に謝恩パーティーを開催し、日頃からお世話になっている会員の皆様へ立食形式でのビュッフェをご提供させていただ
きました。また、三重大学応援団による迫力のパフォーマンスの披露もありました。

レポートみえ 2026・新年号REPORT MIE 2026 New Year

講師 坂本光司氏

中部経済産業局長
　　　　　寺村英信 氏

三重県知事  一見勝之 氏

三重県議会議長
　　　　　服部富男 氏

挨拶する三林会長

議長 黄瀬副会長

・中小企業施策の推進並びに予算の拡充・強化
・適正な価格転嫁の支援
・観光関連産業施策の拡充・強化
・官公需適格組合及び地元中小企業等に対する官公需施策の拡充・強化
・災害時における避難施設に対する環境整備の支援
・資金繰り支援への対応強化
・自動車関係諸税の簡素化及び負担軽減措置の拡充
・商店街活性化への支援
・外国人材の育成就労制度への円滑な移行及び補助金の創設
・新分野進出に向けた大学・公設試験研究機関等の機能の拡充・強化

・自己変革力を高める中小企業対策予算の充実・強化
・価格転嫁・取引適正化を実現する事業環境の整備
・環境変化に強い事業継続の確保・推進
・激変する経営環境へ対応した柔軟な金融施策の実行

～主な大会決議項目～

大会スローガン
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市長会へ要望書を提出、知事への陳情
　10月20日、三重県市長会（会長 森 智広四日市市長）に対し、第62回中小企業団体三重
県大会で決議する要望事項のうち、「市」向け14項目を取りまとめた要望書を提出しました。
　主な要望事項は、次のとおりです。

●官公需適格組合及び地元中小企業等に対する官公需施策の拡充・強化
●中小企業組合制度の改善
●商店街活性化への支援

　また、12月8日、三林会長をはじめとする理事全員で組織する決議実行委員12名が、
一見勝之三重県知事を訪ね要望書を提出しました。三林会長が、県内中小企業の厳しい
現状を踏まえた要望の実現に向け強力な支援を要請しました。
　要望する全46項目のうち、重点項目は次のとおりです。

●中小企業施策の推進並びに予算の充実・強化
●適正な価格転嫁の支援
●観光関連産業施策の拡充・強化
●災害時における避難施設に対する環境整備の支援
●資金繰り支援への対応強化
●ものづくり技術を支える人材育成・確保の推進

テーマ別研修会（人材定着）を開催
　11月10日、津市において、中小企業連携組織等支援事業テーマ別研修会（人材定着）を開催しました。「人材が定着する魅
力的な職場づくりについて」をテーマに株式会社アーリー・バード 代表取締役 中小企業診断士 三田泰久氏と、「ハローワー
クインターネットサービスの有効活用等について」をテーマに三重労働局 職業安定部 職業安定課 課長補佐 村井邦章氏から
それぞれご講演いただき、26人が参加しました。
　三田氏からは魅力的な職場とは、企業の「実力」である本質的魅力（持続
力）とアピールする「見せ方」である表層的魅力（即効性）の両方で構成され、
職場づくりには、経営理念やビジョンといった大義名分を語り続けること、
また、社員とのコミュニケーションやモチベーションに関する考え方につい
て説明がありました。
　村井氏からは令和６年度の求人状況に関する報告や、企業がハローワー
クインターネットサービスを活用するメリットと、応募者に見てもらえるような
求人票の記載内容等に関する説明がありました。

レポートみえ 2026・新年号REPORT MIE 2026 New Year

森智広会長へ要望書を提出

ー 栄えあるご受章おめでとうございます ー

産業功労者表彰式（令和７年12月10日）

♦秋の叙勲・褒章
●瑞宝中綬章　稲垣 清文　三重県信用保証協会　　　　　会長
●旭日小綬章　室木 徹亮　三重弁護士協同組合　　　　　元専務理事
●旭日双光章　玉木 信介　三重県鐵構工業協同組合　　　前理事長
●旭日双光章　石川 浩　　鷲熊生コンクリート協同組合　副理事長
●旭日双光章　菅尾 悟　　伊賀南部不動産事業協同組合　理事長
●旭日双光章　成田 正人　桑名市城下町筋商店街振興組合　 理事
●旭日単光章　強力 修　　株式会社ゴーリキ　　　　　　前代表取締役
●黄綬褒章　　生川 正洋　三重県建設業協同組合　　　　理事長
●黄綬褒章　　橋爪 吉生　志摩建設事業協同組合　　　　元副理事長
●黄綬褒章　　村井 浩一　松阪不動産事業協同組合　　　副理事長
♦現代の名工 藤本 拡司　三重県建具工業協同組合　　　元理事

♦第41回産業功労者表彰
●商工業部門　長谷川 進　四日市一番街商店街振興組合　理事長

　令和７年秋の叙勲・褒章、第41回産業功労者表彰等について、当中央会関係者では、次の方々が受章されました。（順不同・敬称略） 適正取引・価格転嫁促進
フォーラム

県内の中小企業を対象に、価格転嫁に向けた
国の動向や支援、価格転嫁の好事例などを紹介

日 時

場 所

講 演
内 容

令和８年2月3日㈫
14：00～16：30（開場 13：30）

プラザ洞津 大宴会場 飛翔の間（２F）
（三重県津市新町1丁目6-28）
※オンライン（Zoom）同時開催 （現地参加推奨）

[共　催］適正な取引と価格転嫁を促進し地域経済の活性化に取り組む三重共同宣言　構成15機関・団体
(三重県商工会議所連合会、三重県商工会連合会、三重県中小企業団体中央会、三重県経営者協会、
三重県中小企業家同友会、日本労働組合総連合会三重県連合会、(一社)三重県銀行協会、
三重県信用金庫協会、三重県信用保証協会、(公財)三重県産業支援センター、経済産業省中部経済産業局、
財務省東海財務局津財務事務所、厚生労働省三重労働局、国土交通省中部運輸局三重運輸支局、三重県)

[協　力］公正取引委員会事務総局中部事務所
[事務局］㈱百五総合研究所

【お問い合わせ窓口】
株式会社百五総合研究所

担当者：山﨑、滝川
TEL 059-228-9105

お申込みは下記URL、または二次元コードから
https://questant.jp/q/EE16AQ0Q
お申込期限：令和８年1月27日（火）

※ご記入いただきました個人情報につきましては、必要なセキュリティ対策を講じ、
　厳重に管理し、第三者に提供することはありません。

参加費　無料 会場　　　100名
オンライン100名

「下請法は取適法へ
  取引適正化に向けた動向」
講演者：公正取引委員会事務総局中部事務所
　　　　総務管理官　加瀬川 晃啓 氏

「先進企業（2社）からの取組紹介」

第一部

定　員

第二部

ニ
ュ
ー
ス
in
三
重
県

一見勝之知事へ要望書を提出
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●黄綬褒章　　生川 正洋　三重県建設業協同組合　　　　理事長
●黄綬褒章　　橋爪 吉生　志摩建設事業協同組合　　　　元副理事長
●黄綬褒章　　村井 浩一　松阪不動産事業協同組合　　　副理事長
♦現代の名工 藤本 拡司　三重県建具工業協同組合　　　元理事

♦第41回産業功労者表彰
●商工業部門　長谷川 進　四日市一番街商店街振興組合　理事長

　令和７年秋の叙勲・褒章、第41回産業功労者表彰等について、当中央会関係者では、次の方々が受章されました。（順不同・敬称略） 適正取引・価格転嫁促進
フォーラム

県内の中小企業を対象に、価格転嫁に向けた
国の動向や支援、価格転嫁の好事例などを紹介

日 時

場 所

講 演
内 容

令和８年2月3日㈫
14：00～16：30（開場 13：30）

プラザ洞津 大宴会場 飛翔の間（２F）
（三重県津市新町1丁目6-28）
※オンライン（Zoom）同時開催 （現地参加推奨）

[共　催］適正な取引と価格転嫁を促進し地域経済の活性化に取り組む三重共同宣言　構成15機関・団体
(三重県商工会議所連合会、三重県商工会連合会、三重県中小企業団体中央会、三重県経営者協会、
三重県中小企業家同友会、日本労働組合総連合会三重県連合会、(一社)三重県銀行協会、
三重県信用金庫協会、三重県信用保証協会、(公財)三重県産業支援センター、経済産業省中部経済産業局、
財務省東海財務局津財務事務所、厚生労働省三重労働局、国土交通省中部運輸局三重運輸支局、三重県)

[協　力］公正取引委員会事務総局中部事務所
[事務局］㈱百五総合研究所

【お問い合わせ窓口】
株式会社百五総合研究所

担当者：山﨑、滝川
TEL 059-228-9105

お申込みは下記URL、または二次元コードから
https://questant.jp/q/EE16AQ0Q
お申込期限：令和８年1月27日（火）

※ご記入いただきました個人情報につきましては、必要なセキュリティ対策を講じ、
　厳重に管理し、第三者に提供することはありません。

参加費　無料 会場　　　100名
オンライン100名

「下請法は取適法へ
  取引適正化に向けた動向」
講演者：公正取引委員会事務総局中部事務所
　　　　総務管理官　加瀬川 晃啓 氏

「先進企業（2社）からの取組紹介」

第一部

定　員

第二部

ニ
ュ
ー
ス
in
三
重
県

一見勝之知事へ要望書を提出
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◆  令和７年11月分  情報連絡員報告  ◆

業
界
の
景
気
動
向（
前
年
同
月
比
）

全
業
種
DI
値

売上高 販売価格 収益状況 業界景況

増減6/11月
0.0
42.5
-12.5
-20.0

12月
2.5
47.5
-20.0
-22.5

7/1月
-22.5
37.5
-40.0
-30.0

2月
-20.0
45.0
-25.0
-20.0

3月
-17.5
45.0
-27.5
-17.5

4月
-20.0
32.5
-30.0
-30.0

5月
-7.5
27.5
-25.0
-30.0

6月
-12.5
32.5
-25.0
-40.0

7月
-22.5
37.5
-30.0
-35.0

8月 9月 10月 11月
-17.5
37.5
-22.5
-35.0

-7.5
30.0
-12.5
-20.0

-5.0
32.5
-20.0
-25.0

-5.0
35.0
-20.0
-27.5

0.0
2.5
0.0
-2.5

売 上 高
販売価格
収益状況
業界景況

　販売価格と収益状況のＤＩ値を見るに、依然としてそれぞれの業種でエネルギー価格や原材料費の高騰や、
人件費の上昇による影響から収益状況の改善に苦慮している旨が窺える。しかし、この秋頃から少しずつ景
況感がよくなった、受注が増えてきたといったコメントもあり、ガソリン税の暫定税率の廃止と共に経営環境
の改善が期待される。

概 

要

　建設コストの高騰等で新設住宅着工戸数は依然として不振が続き、国産材製品の荷動きも低調で人
件費や配送料等のコスト高騰等もあり、厳しい経営環境が続いている。

　年賀状印刷の受注について、昨年、郵便価格が大幅に引き上げられたこともあり、昨年と比較して
もさらに減少している。また印刷用紙について、メーカーより来年2月に10％以上の値上げとなるアナ
ウンスがあった。生成ＡＩを使った文章・デザインなどが普及するなか、11月に組合員及びその従業
員も参加しての生成ＡＩ、ＤＸに関連したセミナーを開催した。

　自動車関連は部品によって受注が落ちたものと変わらないものが入り混じっているが、全体的に
とらえると落ちた部品数が多い。また、今期は新しい金型の注文がほとんどなく、次につながる受
注が来ていない。新しい金型が無いと２～３年後の売り上げに影響するため見通しは悪い。

　11月25日ガソリンの暫定税率を12月31日に廃止する法案が、衆議院本会議で全会一致で可
決され参議院に送られた。ガソリンの暫定税率をめぐっては、自民党や立憲民主党などの与野党６
党が12月31日に廃止することで合意したことを受け、野党がすでに提出していた法案の施行日
などが修正された。軽油引取税の暫定税率を令和８年４月に廃止することなども盛り込まれている。
参議院での審議を経て、28日にも成立する見込みとなっている。現在政府はすでに、廃止までの
移行期間として、ガソリン価格を引き下げるための補助金を段階的に拡充する措置をとっている。
ガソリンの暫定税率は1974年の第一次石油危機をきっかけに導入された。当初は２年間の臨時的
な措置とされていたが、道路整備のための財源確保を目的として延長が繰り返され、実質的に恒久
化されてきた。

　今月は８月に次ぐ繁忙期であるのと、万博の影響も無くなり、グループ客や小団体旅行客も出だ
していい傾向になってきた。３連休も天候に恵まれ、各地とも多くの旅行者で賑わった。対前年同月
比130％、2019年度同月比85％程度である。

　令和７年10月の公共工事の県内企業の受注状況は、前年度同月と比べて微増となっている。内
訳でみると、市町発注の増が要因となっている。

製

　造

　業

非

　製

　造

　業

業種詳細・地域集計上の分類業種

印刷

津市

印刷

一般機器

木材木材・木製品

総合工事業

旅館サービス業

石油小売業

建設業

組合及び組合員の業況等（景況の変化とその原因・現状等、企業経営・業界での問題点）
ガソリンの暫定税率を12月31日に廃止（石油）

情報連絡一覧票　（三重県中小企業団体中央会・令和７年11月分）

11月6/11月 12月 7/1月 ２月 ３月 ４月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月５月

10.0

30.0

50.0

70.0

-50.0

-70.0

-30.0

-10.0

景
況
レ
ポ
ー
ト

～リ・スキリングについて～（第１回／全２回）特集1

　◆リ・スキリング（Re-skilling）とは、社会や技術の変化に対応するために、社内人材が現職についたまま、新しい職務や
業務に必要とされるスキルを習得する取り組みです。従業員の保有する知識や経験は企業の競争力の源泉でありますが、伝
統的な職場内訓練（ＯＪＴ）では先輩社員を手本として仕事を覚えるため、既存のノウハウや実務スキルの継承に留まってしま
います。そこで、経験を積んだ従業員が外部の教育を受けることが望ましいですが、経営資源が限られる中小企業での現実
的な実行手法は課題となるため、公的な支援策の積極的な活用が求められます。

（※ 厚生労働省・政策統括室 作成）
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◆  令和７年11月分  情報連絡員報告  ◆

業
界
の
景
気
動
向（
前
年
同
月
比
）

全
業
種
DI
値

売上高 販売価格 収益状況 業界景況

増減6/11月
0.0
42.5
-12.5
-20.0

12月
2.5
47.5
-20.0
-22.5

7/1月
-22.5
37.5
-40.0
-30.0

2月
-20.0
45.0
-25.0
-20.0

3月
-17.5
45.0
-27.5
-17.5

4月
-20.0
32.5
-30.0
-30.0

5月
-7.5
27.5
-25.0
-30.0

6月
-12.5
32.5
-25.0
-40.0

7月
-22.5
37.5
-30.0
-35.0

8月 9月 10月 11月
-17.5
37.5
-22.5
-35.0

-7.5
30.0
-12.5
-20.0

-5.0
32.5
-20.0
-25.0

-5.0
35.0
-20.0
-27.5

0.0
2.5
0.0
-2.5

売 上 高
販売価格
収益状況
業界景況

　販売価格と収益状況のＤＩ値を見るに、依然としてそれぞれの業種でエネルギー価格や原材料費の高騰や、
人件費の上昇による影響から収益状況の改善に苦慮している旨が窺える。しかし、この秋頃から少しずつ景
況感がよくなった、受注が増えてきたといったコメントもあり、ガソリン税の暫定税率の廃止と共に経営環境
の改善が期待される。

概 

要

　建設コストの高騰等で新設住宅着工戸数は依然として不振が続き、国産材製品の荷動きも低調で人
件費や配送料等のコスト高騰等もあり、厳しい経営環境が続いている。

　年賀状印刷の受注について、昨年、郵便価格が大幅に引き上げられたこともあり、昨年と比較して
もさらに減少している。また印刷用紙について、メーカーより来年2月に10％以上の値上げとなるアナ
ウンスがあった。生成ＡＩを使った文章・デザインなどが普及するなか、11月に組合員及びその従業
員も参加しての生成ＡＩ、ＤＸに関連したセミナーを開催した。

　自動車関連は部品によって受注が落ちたものと変わらないものが入り混じっているが、全体的に
とらえると落ちた部品数が多い。また、今期は新しい金型の注文がほとんどなく、次につながる受
注が来ていない。新しい金型が無いと２～３年後の売り上げに影響するため見通しは悪い。

　11月25日ガソリンの暫定税率を12月31日に廃止する法案が、衆議院本会議で全会一致で可
決され参議院に送られた。ガソリンの暫定税率をめぐっては、自民党や立憲民主党などの与野党６
党が12月31日に廃止することで合意したことを受け、野党がすでに提出していた法案の施行日
などが修正された。軽油引取税の暫定税率を令和８年４月に廃止することなども盛り込まれている。
参議院での審議を経て、28日にも成立する見込みとなっている。現在政府はすでに、廃止までの
移行期間として、ガソリン価格を引き下げるための補助金を段階的に拡充する措置をとっている。
ガソリンの暫定税率は1974年の第一次石油危機をきっかけに導入された。当初は２年間の臨時的
な措置とされていたが、道路整備のための財源確保を目的として延長が繰り返され、実質的に恒久
化されてきた。

　今月は８月に次ぐ繁忙期であるのと、万博の影響も無くなり、グループ客や小団体旅行客も出だ
していい傾向になってきた。３連休も天候に恵まれ、各地とも多くの旅行者で賑わった。対前年同月
比130％、2019年度同月比85％程度である。

　令和７年10月の公共工事の県内企業の受注状況は、前年度同月と比べて微増となっている。内
訳でみると、市町発注の増が要因となっている。

製
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　業

非
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　造

　業

業種詳細・地域集計上の分類業種

印刷

津市

印刷

一般機器

木材木材・木製品

総合工事業

旅館サービス業

石油小売業

建設業

組合及び組合員の業況等（景況の変化とその原因・現状等、企業経営・業界での問題点）
ガソリンの暫定税率を12月31日に廃止（石油）

情報連絡一覧票　（三重県中小企業団体中央会・令和７年11月分）

11月6/11月 12月 7/1月 ２月 ３月 ４月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月５月
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30.0

50.0

70.0

-50.0

-70.0

-30.0

-10.0

景
況
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～リ・スキリングについて～（第１回／全２回）特集1

　◆リ・スキリング（Re-skilling）とは、社会や技術の変化に対応するために、社内人材が現職についたまま、新しい職務や
業務に必要とされるスキルを習得する取り組みです。従業員の保有する知識や経験は企業の競争力の源泉でありますが、伝
統的な職場内訓練（ＯＪＴ）では先輩社員を手本として仕事を覚えるため、既存のノウハウや実務スキルの継承に留まってしま
います。そこで、経験を積んだ従業員が外部の教育を受けることが望ましいですが、経営資源が限られる中小企業での現実
的な実行手法は課題となるため、公的な支援策の積極的な活用が求められます。

（※ 厚生労働省・政策統括室 作成）
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 区　　　分 良い 変化なし 悪い
 全　国　計 17.2 52.3 30.6
 三重県　計 16.4 54.7 28.9
 製造業　計 14.8 53.6 31.6
　 食料品 21.4 35.7 42.9
　 繊維工業 22.2 44.4 33.3
　 木材・木製品 7.4 51.9 40.7
　 印刷・同関連 25.0 50.0 25.0
　 窯業・土石 10.0 77.5 12.5
　 化学工業 28.6 71.4 . －.
　 金属、同製品 16.7 41.7 41.7
　 機械器具 8.7 52.2 39.1
　 その他製造業 10.0 80.0 10.0
 非製造業　計 17.7 55.6 26.6
　 情報通信業 33.3 33.3 33.3
　 運輸業 20.6 47.1 32.4
　 建設業 21.8 55.4 22.8
　 卸売業 11.1 63.9 25.0
　 小売業 13.0 56.5 30.4
　 サービス業 14.3 57.1 28.6

非
製
造
業

製
造
業

労使委員会
経営層を交えた

意見交換会(その他
任意の組織や場)等

特に設けていない

12.7 1.7 19.1 68.2
 三重県　計 11.3 1.3 18.1 70.6
　　 1 ～   9 人 3.1 0.0 10.0 86.9
　　10 ～  29 人 8.7 0.7 18.8 73.2
　　30 ～  99 人 23.1 2.6 33.3 42.3
　 100 ～ 300 人 45.5 9.1 18.2 36.4
 製造業　計 13.6 1.6 20.1 66.3
　　 1 ～   9 人 3.4 0.0 10.2 86.4
　　10 ～  29 人 9.0 1.3 24.4 67.9
　　30 ～  99 人 28.6 2.9 34.3 37.1
　 100 ～ 300 人 50.0 8.3 0.0 41.7
 非製造業　計 9.3 0.9 16.4 74.3
　　 1 ～   9 人 3.0 0.0 9.9 87.1
　　10 ～  29 人 8.3 0.0 11.7 80.0
　　30 ～  99 人 18.6 2.3 32.6 46.5
　 100 ～ 300 人 40.0 10.0 40.0 30.0

三
重
県

　　区　　　分

　　全　国　計

非
製
造
業

製
造
業

労働組合または
労働者の過半数を

代表する組織

（％）
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　本調査は、会員組合の組合員等で従業員規模300人未満の1,000事業所（製造業500事業所、非製造業500事業所）を
対象に、中小企業における労働事情（経営状況、労働時間、雇用環境、賃金等）を的確に把握し、適切な労働対策を樹立する
ことを目的として、毎年７月１日を調査時点として全国一斉に実施しています。
　今回は、特集といたしまして、令和７年度の経営状況及び労使コミュニケーションの実施状況や協議内容、過去３年間に労
働生産性を高めようとして行った取組みについて掲載します。
　なお、全項目の調査結果につきましては、当中央会のホームページ（https://www.chuokai-mie.or.jp）にて公開しますの
で是非ご覧ください。
　令和７年度の有効回答数は、462事業所（製造業212事業所、非製造業250事業所）でした。
　調査にご協力いただき、ありがとうございました。

１．現在の経営状況について
   （調査内容：１年前と比べて ①良い ②変化なし
　 ③悪い のうち１つ選択）
　現在の経営状況については、三重県において、「悪い」
が28.9％、「良い」が16.4％、「変化なし」が54.7％となっ
ている。「悪い」とするのは前年度に比べ3.6ポイント減少
し、全国平均（30.6％）と比べて1.7ポイント低い。「良い」
とするのは前年度に比べ2.5ポイント増加し、より全国平
均（17.2％）に近い水準となった。
　特に製造業が昨年度より、「悪い」が5.1ポイント減少、
「良い」が0.6ポイント増加している。

２－１．労使の意見を収集し協議を行う機会や
　　　場等（複数回答）
　労使コミュニケーションの実施については、協議を行う
機会や場を「特に設けていない」が、全国、三重県ともに
最も多く、約７割を占めている。
　企業規模が大きくなるにつれ、協議を行う機会や場を
設ける事務所の割合は上昇し、30～99人規模までを見
ると「経営層を交えた意見交
換会（その他任意の組織や
場）等」による協議の実施割
合は増加し、100～300人
規模では「労働組合または労
働者の過半数を代表する組
織」との協議を行う企業がよ
り多くなる傾向が見られる。
　業種別で見ると、従業員
規模100～ 300人の製造
業では、「労働組合または労
働者の過半数を代表する組
織を設ける事業所が50.0ポ
イントに対し、「経営層を交え
た意見交換会（その他任意
の組織や場）等」を設ける事
業所はなかったことが大きな
特徴である。

労働事情実態調査結果より

表１　経営状況（業種別）　令和７年度

表２　労使の意見を収集し協議を行う機会や場（複数回答）

２－２．労使協議の機会や場で行っている協議内容（複数回答）
　２－1.の設問に関連し、労使協議を行っている内容について、全国において、最も多い議題は「労働時間・休日・休暇」で
ある。続いて「安全衛生」、「生産性向上（品質管理）、「賃金・退職給付」、「経営に関する事項が多く挙がっている。
　業種別の傾向で見ると、製造業は非製造業と比べて、「生産性向上（品質管理）」が20ポイント以上大きい。また、非製造
業は「教育訓練計画」については、製造業より11.8ポイント大きい。

３． 過去３年間に労働生産性を高めようとして行った取組み（複数回答）
　労働生産性を高めようとして行った取組みについて、全国及び三重県全体では共通して、「仕事内容・進め方の見直し」、
「長時間労働の解消（残業の削減等）」、「既存の商品・サービスの付加価値を高める技術力（現場力）」、「顧客・販路を拡大
する営業力」の改善・向上に向けた取組みが多かった。
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図１　労使協議の機会や場で行っている協議内容（業種別）（複数回答可の県内平均上位10件）

図２　過去３年間に労働生産性を高めようとして行った取組み（業種別）（複数回答可の県内平均上位10件）
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　本調査は、会員組合の組合員等で従業員規模300人未満の1,000事業所（製造業500事業所、非製造業500事業所）を
対象に、中小企業における労働事情（経営状況、労働時間、雇用環境、賃金等）を的確に把握し、適切な労働対策を樹立する
ことを目的として、毎年７月１日を調査時点として全国一斉に実施しています。
　今回は、特集といたしまして、令和７年度の経営状況及び労使コミュニケーションの実施状況や協議内容、過去３年間に労
働生産性を高めようとして行った取組みについて掲載します。
　なお、全項目の調査結果につきましては、当中央会のホームページ（https://www.chuokai-mie.or.jp）にて公開しますの
で是非ご覧ください。
　令和７年度の有効回答数は、462事業所（製造業212事業所、非製造業250事業所）でした。
　調査にご協力いただき、ありがとうございました。

１．現在の経営状況について
   （調査内容：１年前と比べて ①良い ②変化なし
　 ③悪い のうち１つ選択）
　現在の経営状況については、三重県において、「悪い」
が28.9％、「良い」が16.4％、「変化なし」が54.7％となっ
ている。「悪い」とするのは前年度に比べ3.6ポイント減少
し、全国平均（30.6％）と比べて1.7ポイント低い。「良い」
とするのは前年度に比べ2.5ポイント増加し、より全国平
均（17.2％）に近い水準となった。
　特に製造業が昨年度より、「悪い」が5.1ポイント減少、
「良い」が0.6ポイント増加している。

２－１．労使の意見を収集し協議を行う機会や
　　　場等（複数回答）
　労使コミュニケーションの実施については、協議を行う
機会や場を「特に設けていない」が、全国、三重県ともに
最も多く、約７割を占めている。
　企業規模が大きくなるにつれ、協議を行う機会や場を
設ける事務所の割合は上昇し、30～99人規模までを見
ると「経営層を交えた意見交
換会（その他任意の組織や
場）等」による協議の実施割
合は増加し、100～300人
規模では「労働組合または労
働者の過半数を代表する組
織」との協議を行う企業がよ
り多くなる傾向が見られる。
　業種別で見ると、従業員
規模100～ 300人の製造
業では、「労働組合または労
働者の過半数を代表する組
織を設ける事業所が50.0ポ
イントに対し、「経営層を交え
た意見交換会（その他任意
の組織や場）等」を設ける事
業所はなかったことが大きな
特徴である。

労働事情実態調査結果より

表１　経営状況（業種別）　令和７年度

表２　労使の意見を収集し協議を行う機会や場（複数回答）

２－２．労使協議の機会や場で行っている協議内容（複数回答）
　２－1.の設問に関連し、労使協議を行っている内容について、全国において、最も多い議題は「労働時間・休日・休暇」で
ある。続いて「安全衛生」、「生産性向上（品質管理）、「賃金・退職給付」、「経営に関する事項が多く挙がっている。
　業種別の傾向で見ると、製造業は非製造業と比べて、「生産性向上（品質管理）」が20ポイント以上大きい。また、非製造
業は「教育訓練計画」については、製造業より11.8ポイント大きい。

３． 過去３年間に労働生産性を高めようとして行った取組み（複数回答）
　労働生産性を高めようとして行った取組みについて、全国及び三重県全体では共通して、「仕事内容・進め方の見直し」、
「長時間労働の解消（残業の削減等）」、「既存の商品・サービスの付加価値を高める技術力（現場力）」、「顧客・販路を拡大
する営業力」の改善・向上に向けた取組みが多かった。
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人事に関する事項（勤務態様の変更を含む）

定年制・勤務延長・再雇用に関する事項

仕事内容・進め方の見直し
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多様な人材の活用

既存の商品・サービスの
付加価値を高める技術力（現場力）

図１　労使協議の機会や場で行っている協議内容（業種別）（複数回答可の県内平均上位10件）

図２　過去３年間に労働生産性を高めようとして行った取組み（業種別）（複数回答可の県内平均上位10件）
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組合がYouTube動画で業界のＰＲ！
　三重県生コンクリート工業組合（筒井克昭理事長）は、組合員
企業における新たな人材の確保に向け、求職者に本業界を知っ
てもらうための動画を制作し、７月より組合ホームページで公開
しました。
　動画の製作にあたっては、一昨年７月に動画制作会社が当組
合の環境安全委員会向けに開催した「人材確保・採用のための
勉強会」以降、複数回の委員会での検討を経て、「地域の当たり
前を作る」をキャッチフレーズに決定し、県内のダムや堤防、トン
ネル等のコンクリート構造物について許可を得て航空撮影した
映像を動画に含めました。さらに、今回のメインである組合員企
業の若手社員による工場や工事現場での仕事風景の撮影を行
い、昨年の5月末にYouTube動画が遂に完成しました。
　動画では現場で実際に活躍する若手社員たちの姿がいきいきと映し出され、業界の社会的役
割やその意義が紹介されており、文章や資料だけでは伝わりづらい映像ならではの演出により、
短い時間ながらも若手求職者にとって生コン業界の現場をイメージしてもらいやすい内容になっ
ています。

青年部が四日市市で全国講習会を開催
　三重県板金工業組合（伊藤竜己理事長）は、同組合青年部（奥井健部長）と一般社団法人日本建築板金協会青年部の
協力のもと、９月27、28日に四日市市において、第45回建築板金業次世代研究会in三重(主催：一般社団法人日本
建築板金協会)を開催し、全国から280名が出席しました。
　今回はテーマに「伝統とデジタル技術の融合　～未来創造～」を掲げ、熟練技術者が長年培ってきた技術を、繰り返
し再生できる動画というデジタル技術を用いて後進に継承することで、業界の新しい可能性を探る機会としました。

　初日は伊勢神宮の式年遷宮に携わった神宮技
師 近藤裕嗣氏による伝統技術伝承に関する講
演があり、その後ディスカッションを行いました。
　次いで、ＣＭ動画制作に携わる株式会社ＭｏＧ
取締役・中村高行氏と、ネコノテアトリエ代表・
舩山ちひろ氏による「現場で活用！スマホ１台で
マニュアル動画をつくる」の講演では、初日に動
画編集アプリ「ＣａｐＣｕｔ」の操作を学んだ出席
者たちが、２日目は各グループで選んだ題材で
実際に施工マニュアル動画を完成させました。

三重県誕生150年記念2026年版三重県民手帳が発売開始
　三重県印刷工業組合（山口史高理事長）は、10月10日より「2026年版三重県民手帳」の発売を開始しました。
　発売日当日は、三重県庁玄関ホールにおいて午前11時から午後
２時まで組合青年部による特別ブースを設置し、三重県民手帳の
ＰＲ及び即売会を実施しました。
　また、休憩時間中の一見勝之三重県知事も特別ブースを訪れ、
三重県民手帳を購入されました。

【販売価格】 1,300円（税込）
【問合せ先】 三重県印刷工業組合
　　　　　 電話：059-228-6252
　　　　　 （受付時間：月曜日から木曜10時～12時、14時～16時）

【監　　 修】 三重県 政策企画部統計課
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き

各種講演及びセミナー講師の派遣など承ります。三重弁護士協同組合 青年部会 TEL：059-228-2232

　皆様、はじめまして。四日市市で弁護士をしており
ます金良寛と申します。今回は、職場でのパワーハラ

スメント（以下「パワハラ」といいます。）の問題について紹介さ
せていただきます。パワハラ問題が取り上げられるようになっ
てから久しく経ちますが、この機会にぜひご確認をいただけ
ますと幸いです。

　まず、現状の確認になります。全国の都道府県労
働局への「職場でのいじめ・いやがらせ」に関する相

談は、令和５年度は６万１２５件であったところ、令和６年度
は５万４９８７件と、前年度よりは減少しておりますが、個別
労働紛争における相談件数では１３年連続で最多となって
おります。

　次に、法律による規制の確認になります。パワハラ
に関する相談の増加等を背景に、令和元年６月５日

に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及
び職業生活の充実等に関する法律」、通称「パワハラ防止法」
が改正され、令和２年６月１日に施行されました。パワハラ
防止法の改正により、職場のパワーハラスメント防止措置を
講じることが求められるようになりました。（なお、パワハラ
防止法の施行当時、中小企業については努力義務となって
おりましたが、令和４年４月１日からは義務化されました。）

　パワハラ防止法では、「パワハラ」を①職場におい
て行われる優越的な関係を背景とした言動であっ

て、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③そ
の雇用する労働者の就業環境を害するものと定義されてい
ます（パワハラ防止法30条の２第１項）。
　典型的な類型としては、 ①身体的な攻撃（暴行、傷害）、 
②精神的な攻撃（脅迫、侮辱、暴言）、 ③人間関係からの切り
離し（仲間外し、無視）、 ④過大な要求（仕事の妨害）、 ⑤過

小な要求（仕事を与えないこと）、 ⑥個の侵害（私的なことに
過度に立ち入ること）が挙げられます。

　以上のようなパワハラが行われないようするため、
パワハラ防止法は、事業主に「労働者からの相談に

応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇
用管理上必要な措置」を講じること（パワハラ防止法３０条の
２第１項）を義務付けるとともに、具体的な内容について、厚
生労働省指針で、次の４つの措置を講じることを義務付けて
おります（パワハラ防止法30条の２第３項）。

①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
（パワハラに関する方針を明確にして従業員に周知・啓
発すること等）

②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
（相談窓口を予め定め、労働者に周知すること等）

③職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な
対応

（迅速・正確な事実確認、被害者への配慮、加害者へ
の措置、再発防止）

④合わせて講じるべき措置
（相談者、行為者等のプライバシー保護、相談等を理由
とした不利益取扱いの禁止）

　それでは、職場でパワハラが発生した場合の民事
上の責任はどうなるのでしょうか。パワハラを行った

従業員は不法行為責任（民法709条）を負う可能性がありま
す。そして、事業主は、従業員に対して、労働者が労務提供
のために設置する場所、設備もしくは器具等を使用し、また
は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労
働者の生命、身体等を危険から保護するように配慮すべき
義務（安全配慮義務）を負っております（最判昭和59年４月
10日　判タ526号117頁）。したがって、安全配慮義務に違
反があったと判断される場合には、事業者は従業員に対し
て、使用者責任（民法７１５条１項）を負う可能性が生じます。
使用者責任の有無は、そのパワハラが職務につきなされたも
のであるか、安全配慮義務に沿った予防措置等を従前から
とってきたか、いじめの内容（言動の性質、内容、頻度、態様、
場面、時期等）や被害の状況等を総合考慮して判断されるこ
とになります。また、パワハラ防止法が施行されていることか
らすると、パワハラ防止法が義務付ける前述の措置を講じて
いたかは大きな考慮要素になると思われます。

　以上のとおり、パワハラを取り巻く問題は非常に
複雑になっており、法改正も頻繁に行われておりま

す。より詳しくお知りになりたい方は厚生労働省等のホーム
ページをご確認いただき、情報収集をお願いいたします。
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組合がYouTube動画で業界のＰＲ！
　三重県生コンクリート工業組合（筒井克昭理事長）は、組合員
企業における新たな人材の確保に向け、求職者に本業界を知っ
てもらうための動画を制作し、７月より組合ホームページで公開
しました。
　動画の製作にあたっては、一昨年７月に動画制作会社が当組
合の環境安全委員会向けに開催した「人材確保・採用のための
勉強会」以降、複数回の委員会での検討を経て、「地域の当たり
前を作る」をキャッチフレーズに決定し、県内のダムや堤防、トン
ネル等のコンクリート構造物について許可を得て航空撮影した
映像を動画に含めました。さらに、今回のメインである組合員企
業の若手社員による工場や工事現場での仕事風景の撮影を行
い、昨年の5月末にYouTube動画が遂に完成しました。
　動画では現場で実際に活躍する若手社員たちの姿がいきいきと映し出され、業界の社会的役
割やその意義が紹介されており、文章や資料だけでは伝わりづらい映像ならではの演出により、
短い時間ながらも若手求職者にとって生コン業界の現場をイメージしてもらいやすい内容になっ
ています。

青年部が四日市市で全国講習会を開催
　三重県板金工業組合（伊藤竜己理事長）は、同組合青年部（奥井健部長）と一般社団法人日本建築板金協会青年部の
協力のもと、９月27、28日に四日市市において、第45回建築板金業次世代研究会in三重(主催：一般社団法人日本
建築板金協会)を開催し、全国から280名が出席しました。
　今回はテーマに「伝統とデジタル技術の融合　～未来創造～」を掲げ、熟練技術者が長年培ってきた技術を、繰り返
し再生できる動画というデジタル技術を用いて後進に継承することで、業界の新しい可能性を探る機会としました。

　初日は伊勢神宮の式年遷宮に携わった神宮技
師 近藤裕嗣氏による伝統技術伝承に関する講
演があり、その後ディスカッションを行いました。
　次いで、ＣＭ動画制作に携わる株式会社ＭｏＧ
取締役・中村高行氏と、ネコノテアトリエ代表・
舩山ちひろ氏による「現場で活用！スマホ１台で
マニュアル動画をつくる」の講演では、初日に動
画編集アプリ「ＣａｐＣｕｔ」の操作を学んだ出席
者たちが、２日目は各グループで選んだ題材で
実際に施工マニュアル動画を完成させました。

三重県誕生150年記念2026年版三重県民手帳が発売開始
　三重県印刷工業組合（山口史高理事長）は、10月10日より「2026年版三重県民手帳」の発売を開始しました。
　発売日当日は、三重県庁玄関ホールにおいて午前11時から午後
２時まで組合青年部による特別ブースを設置し、三重県民手帳の
ＰＲ及び即売会を実施しました。
　また、休憩時間中の一見勝之三重県知事も特別ブースを訪れ、
三重県民手帳を購入されました。

【販売価格】 1,300円（税込）
【問合せ先】 三重県印刷工業組合
　　　　　 電話：059-228-6252
　　　　　 （受付時間：月曜日から木曜10時～12時、14時～16時）

【監　　 修】 三重県 政策企画部統計課
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各種講演及びセミナー講師の派遣など承ります。三重弁護士協同組合 青年部会 TEL：059-228-2232

　皆様、はじめまして。四日市市で弁護士をしており
ます金良寛と申します。今回は、職場でのパワーハラ

スメント（以下「パワハラ」といいます。）の問題について紹介さ
せていただきます。パワハラ問題が取り上げられるようになっ
てから久しく経ちますが、この機会にぜひご確認をいただけ
ますと幸いです。

　まず、現状の確認になります。全国の都道府県労
働局への「職場でのいじめ・いやがらせ」に関する相

談は、令和５年度は６万１２５件であったところ、令和６年度
は５万４９８７件と、前年度よりは減少しておりますが、個別
労働紛争における相談件数では１３年連続で最多となって
おります。

　次に、法律による規制の確認になります。パワハラ
に関する相談の増加等を背景に、令和元年６月５日

に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及
び職業生活の充実等に関する法律」、通称「パワハラ防止法」
が改正され、令和２年６月１日に施行されました。パワハラ
防止法の改正により、職場のパワーハラスメント防止措置を
講じることが求められるようになりました。（なお、パワハラ
防止法の施行当時、中小企業については努力義務となって
おりましたが、令和４年４月１日からは義務化されました。）

　パワハラ防止法では、「パワハラ」を①職場におい
て行われる優越的な関係を背景とした言動であっ

て、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③そ
の雇用する労働者の就業環境を害するものと定義されてい
ます（パワハラ防止法30条の２第１項）。
　典型的な類型としては、 ①身体的な攻撃（暴行、傷害）、 
②精神的な攻撃（脅迫、侮辱、暴言）、 ③人間関係からの切り
離し（仲間外し、無視）、 ④過大な要求（仕事の妨害）、 ⑤過

小な要求（仕事を与えないこと）、 ⑥個の侵害（私的なことに
過度に立ち入ること）が挙げられます。

　以上のようなパワハラが行われないようするため、
パワハラ防止法は、事業主に「労働者からの相談に

応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇
用管理上必要な措置」を講じること（パワハラ防止法３０条の
２第１項）を義務付けるとともに、具体的な内容について、厚
生労働省指針で、次の４つの措置を講じることを義務付けて
おります（パワハラ防止法30条の２第３項）。

①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
（パワハラに関する方針を明確にして従業員に周知・啓
発すること等）

②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
（相談窓口を予め定め、労働者に周知すること等）

③職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な
対応

（迅速・正確な事実確認、被害者への配慮、加害者へ
の措置、再発防止）

④合わせて講じるべき措置
（相談者、行為者等のプライバシー保護、相談等を理由
とした不利益取扱いの禁止）

　それでは、職場でパワハラが発生した場合の民事
上の責任はどうなるのでしょうか。パワハラを行った

従業員は不法行為責任（民法709条）を負う可能性がありま
す。そして、事業主は、従業員に対して、労働者が労務提供
のために設置する場所、設備もしくは器具等を使用し、また
は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労
働者の生命、身体等を危険から保護するように配慮すべき
義務（安全配慮義務）を負っております（最判昭和59年４月
10日　判タ526号117頁）。したがって、安全配慮義務に違
反があったと判断される場合には、事業者は従業員に対し
て、使用者責任（民法７１５条１項）を負う可能性が生じます。
使用者責任の有無は、そのパワハラが職務につきなされたも
のであるか、安全配慮義務に沿った予防措置等を従前から
とってきたか、いじめの内容（言動の性質、内容、頻度、態様、
場面、時期等）や被害の状況等を総合考慮して判断されるこ
とになります。また、パワハラ防止法が施行されていることか
らすると、パワハラ防止法が義務付ける前述の措置を講じて
いたかは大きな考慮要素になると思われます。

　以上のとおり、パワハラを取り巻く問題は非常に
複雑になっており、法改正も頻繁に行われておりま

す。より詳しくお知りになりたい方は厚生労働省等のホーム
ページをご確認いただき、情報収集をお願いいたします。
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名　称 日　時 会場等 お問い合わせ先

EVENT GUIDE■中央会主催の講演会等のご案内

新春特別セミナー・
新春賀詞交歓会

令和8年1月14日㈬
14：00～

企画情報課
TEL.059-228-5195

会場：ホテルグリーンパーク津　6階
　　　（津市羽所町700番地）

三重県中小企業団体中央会
第71回通常総会

令和8年5月28日㈭
14：30～

総務調整課
TEL.059-228-5195

会場：三重県勤労者福祉会館　6階講堂
　　　(津市栄町1丁目891番地)

第63回
中小企業団体三重県大会

令和8年10月15日㈭
13：30～

企画情報課
TEL.059-228-5195

会場：アスト津4階　アストホール
　　　（津市羽所町700番地）

三重労働局では改正女性活躍推進法説明会を開催します
　本説明会では、改正女性活躍推進
法の内容を中心に改正ポイントを解
説いたします。
　また、併せて改正された労働施策
総合推進法等に基づくハラスメント対
策強化についても説明いたします。

☆3月にオンライン説明会も
　予定しています。
オンライン説明会日時
　令和８年３月２日（月）、３月５日（木）
　開始時間 13：30 ～
申込方法は三重労働局ホームページの
イベント情報に１月中に掲載予定です。

中小企業基盤整備機構中部本部からのお知らせ

三重労働局からのお知らせ

「J-GoodTech」を利用して新たなビジネスパートナーを見つけませんか？
　J-GoodTechとは、製造業・卸売業・サービス業など幅広い業種の国内中小企業と、大手企業、海外政府機関等
が推薦する海外企業等とをつなぐビジネスマッチングサイトで、約38,000社が活用しています。
　日々、大手企業等からの様々なニーズ・課題が発信されており、それに対して中小企業が自社の技術、製品、サービ
スを提案することで新しいビジネスチャンスに繋がっています。
　また、中小機構のアドバイザーが専門知識を生かし、登録
企業との商談・情報交換に向けたマッチングのサポートも行
います。全て無料でご利用いただけますので、新規事業創出
や販路開拓に取り組みたい方、お気軽にご活用ください！

お問合せ先

詳細はこちら

中小機構　ジェグテック

（独）中小企業基盤整備機構 中部本部
企業支援部支援推進課J-GoodTech担当
電話:052-201-3068

ニーズ発信イメージ

・すべての登録中小企業がニーズの公開、閲覧、提案可能。
・中小機構のアドバイザーが公開や提案をサポート。

ニーズ機能 提案ニーズ
公開

ニーズを抱える企業
（大手/中小/海外）

登録中小企業

改正女性活躍推進法等説明会 参加費無料・先着250名・事前予約制

日　時

会　場

令和８年2月13日㈮　14：00～16：00
四日市市勤労者・市民交流センター　多目的ホール

（四日市市日永東1丁目2-25）
対　象 企業の人事・労務担当者・経営者様 / 管理職の方々 /

女性活躍推進にご関心のある方
特に、新たに情報公表義務が生じる従業員101～300人
の企業の皆様

説明内容 ・改正女性活躍推進法の内容について
・ハラスメント対策の強化（カスタマーハラスメント、就活生

等へのセクシュアルハラスメント）

申込方法 三重労働局ホームページ
（https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/home.html）
のイベント情報に１月中に掲載予定です。
そちらからお申し込みください。

◆中央会インフォメーション◆ nformation

「レディース中央会全国フォーラムinあいち」に参加
　10月29日、愛知県名古屋市において、「レディース中央会全国
フォーラムinあいち」が開催され、全国から230名、当レディース中
央会からは、前田朝子会長をはじめ11名が参加しました。フォーラ
ムでは、元参議院議員の大塚耕平氏による基調講演「愛知の歴史に
学ぶ産業史」と、コーディネーターの佐々木昌美氏を交えて「地域の
特色ある産業や取組み（お国自慢）」をテーマにしたグループディス
カッションが行われました。交流懇親会も開催され、全国の女性部メ
ンバーと交流を深めました。来年は東京都で開催されます。

「組合青年部全国講習会」に参加
　11月14日、岩手県盛岡市で「2025年度 組合青年部全国講習会」が
開催され、柳本秀人会長、中村海里相談役理事と事務局が出席しました。
全国から約250名の参加があり、全国中小企業青年中央会（ＵＢＡ）
原田守会長らによる開会挨拶の後、はじめに、嘉悦大学 ビジネス創造
学部 教授、株式会社政策工房 代表取締役会長 高橋洋一氏より「日本
経済の現状と、これからの金融・経済政策」をテーマに講演があり、続いて、
独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）セキュリティセンター 普及啓
発・振興部 普及啓発グループ　白川浩和氏より「リスクマネジメントと情
報セキュリティ対策」をテーマに講演が行われました。その後、開催され
た懇親会では、参加者同士が情報交換を行い、交流を深めました。

県議会とレディース中央会・青年中央会との懇談会を開催
　12月3日、三重県中小企業レディース中央会
と三重県中小企業青年中央会は、津市で「県議会
とレディース中央会・青年中央会との懇談会」を開
催し、レディース中央会からは前田朝子会長をは
じめ14名、青年中央会からは中村相談役理事を
はじめ3名が出席しました。
　県議会を傍聴後、服部富男議長、森野真治副
議長をはじめ9名の議員の方々から、教育や保育現場の現状、建設業に関することなど、たくさんの貴重なお話をお伺
いし、また、レディース中央会及び青年中央会のメンバーからの質問にも1つ1つ丁寧に快くお答えいただき、大変有意
義な時間となりました。

レディース中央会と女性懇話会合同視察会を開催
　12月5日、三重県中小企業レディース中央会は、三重県経営者協会女性懇
話会との合同視察会を開催し、レディース中央会からは７名が参加しました。今
回は21世紀のエネルギーを考える会・みえ様のご協力で、京都市左京区の琵琶
湖疏水及び関西電力株式会社の蹴上発電所を視察しました。同発電所は、日本
初の事業用水力発電所として明治24年に運転開始し、130年以上経つ今なお
現役で稼働しており、本年8月の官報において蹴上発電所二期建屋が国の重要
文化財に指定されました。参加者は明治時代の建築物の歴史的でレトロな風情
を感じながら交流を深めました。
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名　称 日　時 会場等 お問い合わせ先

EVENT GUIDE■中央会主催の講演会等のご案内

新春特別セミナー・
新春賀詞交歓会

令和8年1月14日㈬
14：00～

企画情報課
TEL.059-228-5195

会場：ホテルグリーンパーク津　6階
　　　（津市羽所町700番地）

三重県中小企業団体中央会
第71回通常総会

令和8年5月28日㈭
14：30～

総務調整課
TEL.059-228-5195

会場：三重県勤労者福祉会館　6階講堂
　　　(津市栄町1丁目891番地)

第63回
中小企業団体三重県大会

令和8年10月15日㈭
13：30～

企画情報課
TEL.059-228-5195

会場：アスト津4階　アストホール
　　　（津市羽所町700番地）

三重労働局では改正女性活躍推進法説明会を開催します
　本説明会では、改正女性活躍推進
法の内容を中心に改正ポイントを解
説いたします。
　また、併せて改正された労働施策
総合推進法等に基づくハラスメント対
策強化についても説明いたします。

☆3月にオンライン説明会も
　予定しています。
オンライン説明会日時
　令和８年３月２日（月）、３月５日（木）
　開始時間 13：30 ～
申込方法は三重労働局ホームページの
イベント情報に１月中に掲載予定です。

中小企業基盤整備機構中部本部からのお知らせ

三重労働局からのお知らせ

「J-GoodTech」を利用して新たなビジネスパートナーを見つけませんか？
　J-GoodTechとは、製造業・卸売業・サービス業など幅広い業種の国内中小企業と、大手企業、海外政府機関等
が推薦する海外企業等とをつなぐビジネスマッチングサイトで、約38,000社が活用しています。
　日々、大手企業等からの様々なニーズ・課題が発信されており、それに対して中小企業が自社の技術、製品、サービ
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います。全て無料でご利用いただけますので、新規事業創出
や販路開拓に取り組みたい方、お気軽にご活用ください！
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企業支援部支援推進課J-GoodTech担当
電話:052-201-3068
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ニーズ機能 提案ニーズ
公開

ニーズを抱える企業
（大手/中小/海外）
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等へのセクシュアルハラスメント）

申込方法 三重労働局ホームページ
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◆中央会インフォメーション◆ nformation
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学部 教授、株式会社政策工房 代表取締役会長 高橋洋一氏より「日本
経済の現状と、これからの金融・経済政策」をテーマに講演があり、続いて、
独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）セキュリティセンター 普及啓
発・振興部 普及啓発グループ　白川浩和氏より「リスクマネジメントと情
報セキュリティ対策」をテーマに講演が行われました。その後、開催され
た懇親会では、参加者同士が情報交換を行い、交流を深めました。

県議会とレディース中央会・青年中央会との懇談会を開催
　12月3日、三重県中小企業レディース中央会
と三重県中小企業青年中央会は、津市で「県議会
とレディース中央会・青年中央会との懇談会」を開
催し、レディース中央会からは前田朝子会長をは
じめ14名、青年中央会からは中村相談役理事を
はじめ3名が出席しました。
　県議会を傍聴後、服部富男議長、森野真治副
議長をはじめ9名の議員の方々から、教育や保育現場の現状、建設業に関することなど、たくさんの貴重なお話をお伺
いし、また、レディース中央会及び青年中央会のメンバーからの質問にも1つ1つ丁寧に快くお答えいただき、大変有意
義な時間となりました。

レディース中央会と女性懇話会合同視察会を開催
　12月5日、三重県中小企業レディース中央会は、三重県経営者協会女性懇
話会との合同視察会を開催し、レディース中央会からは７名が参加しました。今
回は21世紀のエネルギーを考える会・みえ様のご協力で、京都市左京区の琵琶
湖疏水及び関西電力株式会社の蹴上発電所を視察しました。同発電所は、日本
初の事業用水力発電所として明治24年に運転開始し、130年以上経つ今なお
現役で稼働しており、本年8月の官報において蹴上発電所二期建屋が国の重要
文化財に指定されました。参加者は明治時代の建築物の歴史的でレトロな風情
を感じながら交流を深めました。
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特徴１
特徴2
特徴3
特徴4

主な補償内容
死亡共済金
対物共済金

対物プラス特約（オプション）
車両特約（オプション）

車両プラス特約（オプション）

共済金額
３００万円

３万円
３万円
５万円
５万円

主な車種
自家用乗用自動車
自家用軽自動車

対物プラス特約 （オプション）
車両特約（オプション）

車両プラス特約（オプション）

年払掛金
10,000円
5,500円
1,000円
2,100円
2,100円

月払掛金
1,000円

550円
100円
210円
210円

（注）車両特約・車両
プラス特約のお支払
いは対象外です
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赤帽三重県
軽自動車運送協同組合

お荷物の配送なら赤帽におまかせ

Tel.059-234-7781

24時間
365日

緊急配送受付い
たします。
※赤帽拠 点での
受付は原則営業
時間内になります。

貸 切 便
混載なしの貸し
切り便で、確実に
配送いたします。

配送先まで
直行

中継なしでお届
け先まで直行い
たします。

付帯作業も
OK

配送だけで無く
検品や開梱など
の付帯作業も承
ります。

定期配送も
お任せください

●毎月・毎週・毎日でも OK
●繁忙期だけの期間限定でも OK

●複数箇所からのルート配送・単発OK

単身引越なら“赤帽引越しシングルパック®”
最大積載350kgの貸し切り便
赤帽トラックは思った以上にお荷物が乗ります
軽トラックに載るものなら何
でもスピーディに運ぶことが
でき、お客様のお荷物だけを
運ぶ「貸切便」なので、安心
です。すみずみまでフラットな
荷台だから、安定力は抜群！
大きな荷物もロープフックで
しっかり固定します。

赤帽の各組合では、随時、事業説明会を開催しています。事業説明会に関するお問い合わせは、組合にご連絡ください。
独立して自分の力で道を切り開きたい。そんな思いをお持ちの方を我々は応援しています。赤帽のドライバーは、貨物
軽自動車運送業を営む「個人事業主」。つまり、自らが経営者となってハンドルを握り、物流業界で働くことになります。

「チャレンジしてみたいけれど、安定して仕事はあるのだろうか」｢運送業は未経験。そんな私でも大丈夫でしょうか｣こ
うした不安を解消するために、赤帽という協同組合組織があるのです。新しく組合員になられた方には、組合が仕事を
斡旋します。その後、少しずつ経験を積みながら、使用する車両を増やしたり、自分の運送店を法人化したりするなど、
事業の拡大を目指すことも可能です。

組合員
募集!!
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令和８年度
能力開発セミナー
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●毎月・毎週・毎日でも OK
●繁忙期だけの期間限定でも OK

●複数箇所からのルート配送・単発OK

単身引越なら“赤帽引越しシングルパック®”
最大積載350kgの貸し切り便
赤帽トラックは思った以上にお荷物が乗ります
軽トラックに載るものなら何
でもスピーディに運ぶことが
でき、お客様のお荷物だけを
運ぶ「貸切便」なので、安心
です。すみずみまでフラットな
荷台だから、安定力は抜群！
大きな荷物もロープフックで
しっかり固定します。

赤帽の各組合では、随時、事業説明会を開催しています。事業説明会に関するお問い合わせは、組合にご連絡ください。
独立して自分の力で道を切り開きたい。そんな思いをお持ちの方を我々は応援しています。赤帽のドライバーは、貨物
軽自動車運送業を営む「個人事業主」。つまり、自らが経営者となってハンドルを握り、物流業界で働くことになります。
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斡旋します。その後、少しずつ経験を積みながら、使用する車両を増やしたり、自分の運送店を法人化したりするなど、
事業の拡大を目指すことも可能です。
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https://www.cgc-mie.or.jp/

三重県信用保証協会は、
中小企業の皆さまが事業資金借入をされる際の
「公的な保証人」となってサポートします。

お気軽にご相談ください。

津市桜橋３丁目399番地

TEL 059-229-6021
FAX 059-229-6344

本　　　店

四日市市諏訪町４番５号
（四日市諏訪町ビル５階）
TEL 059-353-9161
FAX 059-354-2046 

四日市支店

HP Instagram

（代表） （代表）

みえ　みらい ちゃん みえ　しんぽ くん

20 21
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６p/大会の展示品写真
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2026
新
年
号

  ２ 新年のごあいさつ
  5 受け継がれる日本の美 ― 伝統工芸品と伊賀くみひもの魅力 ―
  6 中央会レポート

創立70周年記念第62回中小企業団体三重県大会を開催／第77回中小企業
団体全国大会が広島県で開催／令和７年秋の叙勲・褒章 産業功労者表彰 等

  9  ニュースin三重県
10 特集①　リ・スキリングについて（第１回）
11 景況レポート
12 特集②　労働事情実態調査結果より
14 弁護士のつぶやき
15 組合のひろば
16 中央会インフォメーション
17 EVENT GUIDE／お知らせ

発行／2026年１月１日 三重県中小企業団体中央会
印刷／伊藤印刷株式会社

2026
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● 三重の伝統工芸品 ● 

伊賀くみひも
伊賀市を中心に生産される「伊賀くみひも」
は、奈良時代に仏教伝来と共に大陸から伝
えられたとされ、当初は経巻や仏具・神具
の紐として用いられました。生糸や絹糸
を主に、金銀糸などを組み糸に使い、伝
統的な組台で織りなされ、繊細な美
しさや絹糸の光沢、”組み”独特
の風合いが魅力的です。
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中小企業組合の設立・運営の
ご相談は三重県中央会まで！

〒514-0004 津市栄町1丁目891番地　三重県合同ビル6階
TEL 059-228-5195　FAX 059-228-5197
URL https://www.chuokai-mie.or.jp
E-mail :webmaster@chuokai-mie.or.jp
https://ja-jp.facebook.com/chuokai.mie

三重県中小企業団体中央会

【中央会の主な事業】
●組合等の中小企業連携組織の設立及び運営支援、中小企業の経営・労務・経理・
　税務・法律等の相談
●組合等の中小企業連携組織及び中小企業の金融、経理税務、事業運営、流通、
　労働問題等に関する講習会、講演会等の開催
●弁護士、税理士等による専門的な問題についての個別の専門指導・支援
●中小企業及び中小企業の組織に関する調査・研究
●機関誌の発行などによる情報提供など


